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行事の内容など、詳しくは主催団体などにお問い合わせください。
【掲載依頼】掲載希望は発行月の前月10日までにご依頼ください。
掲載は、主催団体などを所管する市の担当課を通じ、依頼のあった記事を
優先します。
◆掲載の確約および採否の連絡はいたしかねます。
◆掲載文は市に一任していただきます。
◆営利目的の企業や団体からのお知らせは、広告枠をご利用ください。

【広告】この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

４月1₅日から６月1₅日は
春の農作業安全月間です

　これから春の農繁期を迎え、農
作業事故の発生が懸念されます。
県では「見直そう！農業機械作業
の安全対策」をテーマに農作業事
故防止運動を展開します。農作業
に従事する際は、次の点にも注意
して事故防止に努めましょう。

₂₀歳からは国民年金加入
学生に納付特例制度あり

　国民年金は、20歳以上であれば
学生も加入し、保険料を納付しな
ければなりませんが、学生で本人
の所得が一定額以下の場合は、保
険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。
　将来の老齢基礎年金を受け取る
ために必要な期間に参入されるほ
か、病気やけがで障害が残ったと
きは障害基礎年金を受け取ること
ができます。
　手続きは市民課国保年金係また
は西根・安代各総合支所、田山支
所か近くの年金事務所で行えます。
■問い合わせ先 ▶ねんきん加
入者ダイヤル（☎0570︲003︲004）▶
盛岡年金事務所（☎019︲623︲6211）

４月1₈日はヨイ歯デー
歯科の悩み解消します

　県保険医協会歯科部会では、歯
や口の中の健康に関する相談に歯
科医師が電話で応じます。相談は
無料です。
■日時　4月19日㈪午前10時か
ら午後７時まで（回答は午後７時
以降に折り返し連絡します）
■相談の電話番号　019︲651︲
7341

▶農業機械は日常点検・定期点
検を怠らない。▶トラクターに
安全フレームを装着し、運転者
はシートベルトを着用する。▶
作業機をトラクターに付けた状
態で公道を走行する際は、灯火
器類を設置する。
※万が一に備えて労災保険の加
入を検討しましょう。
■問い合わせ先　県農林水産部農
産園芸課（☎019︲629︲5708）

火が広がりやすい季節
山火事防止に努めよう

　県では、５月31日㈪まで県山火
事防止運動を展開しています。次
のことに注意しましょう。
▶強風や空気の乾燥時は、たき火
や火入れ、野焼きをしない。▶枯
れ草などがある場所では、たき火
などをしない。▶たき火などは一
人でやらず、水などで消火に備え
る。▶たき火などの場所を離れる
ときは、必ず消火する。▶森林の
周囲１㌔の範囲内で火入れをする
際は、必ず市の許可を受ける。▶
たばこの吸い殻を投げ捨てない。
▶火遊びはしない。
■問い合わせ先　農林課林業係

（☎・内線1339）

介護の基礎から応用まで
初任者研修で習得が可能

　（福）みちのく協会では、介護職
員初任者研修を開きます。受講後
は、修了試験に合格すると資格が
得られます。
■研修期間　6月10日㈭から11
月12日㈮までの間で全22回
■修了試験日　11月12日㈮
■場所　（特養）富士見荘
■受講料　6万円　※厚生労働省
の教育訓練給付金制度が使用可能
■定員　20人（先着順）
■申込期間　4月26日㈪から５
月31日㈪まで
■申し込み・問い合わせ先　同施
設、大金・山本（☎78︲2455）
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